
（
表
面
） 

                                     

 

前
記
の
本
邦
通
貨
に
よ
る
返
済
金
を
受
け
取
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

受
取
人 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

右
代
理
人 

 
 

 

 

一 

金 
 
 
 

円 

  
 

但
し
、
右
は
（
現
地
通
貨
名
及
び
そ
の
金
額
）
に
対
す
る
本
邦
通
貨
に
よ
る
返 

済
金 

 
 

右
の
通
り
在
外
公
館
等
借
入
金
の
返
済
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
三
条
及
び 

第
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
返
済
し
ま
す
か
ら
、
前
記
の
指
定
取
扱
店
で
受
け
取
つ 

て
下
さ
い
。 

 
 
 
 

令
和 

 
年 

 

月 
 

日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

財

務

局

長 

 
 
 
 
 
 

福
岡
財
務
支
局
長 

 
 
 
 
 
 

沖
縄
総
合
事
務
局
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

印 

第 

号 

指
定
取
扱
店 

日
本
銀
行 

 

店 

受
取
人
氏
名 

 

  

一 

金 
 
 
 

円 

  
 

右
の
通
り
在
外
公
館
等
借
入
金
を
支
払
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
銀
行 

 
 
 
 

店
印 

 
 
 
 

財

務

局

長 

福
岡
財
務
支
局
長 

沖
縄
総
合
事
務
局
長 

殿 

第 

号 

返
済
通
知
書 

発
行
年
月
日 

令
和 

年 

月 

日 

受
取
人
氏
名 

 

住
所 

氏
名 

 
 
 

 
  

印 
 
 
 住

所 

氏
名 
 
 
 
 

  

印 
 
 
 
 
 

第１号書式〔第 2条〕 

在外公館等借入 

金支払済通知書 
領 収 証 

在外公館等借入 

金返済通知書 



（
裏
面
） 

 

委 
 
 

任 
 
 

状 

 

私
は 

 
 
 
 
 
 
 
 

を
代
理
人
と
し
て
表
記
金
額
の
受
領
方
を
委
任
し
ま
す
。 

 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

   

受
取
人 

（
注
意
） 

 

一 

受
取
人
は
、
表
面
の
領
収
証
欄
に
年
月
日
、
現
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
、
印
を

押
し
て
指
定
取
扱
店
に
提
出
し
、
引
換
に
返
済
金
を
受
け
取
つ
て
下
さ
い
。 

 

一 

こ
の
通
知
書
を
指
定
取
扱
店
に
提
出
す
る
場
合
に
は
、
外
務
大
臣
か
ら
発
給
さ
れ

た
在
外
公
館
等
借
入
金
確
認
証
書
を
添
え
て
下
さ
い
。 

 

一 

受
取
人
が
代
理
人
に
よ
つ
て
返
済
金
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
左
の
委
任

欄
に
必
要
な
事
項
の
記
入
を
し
、
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
（
左
の
委
任
欄
に
替
え
て

別
に
委
任
状
を
出
し
て
も
よ
い
。）。
こ
の
場
合
に
は
、
代
理
人
は
、
表
面
の
領
収
証

欄
の
受
取
人
の
箇
所
に
は
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
す
る
だ
け
で
受
取
人
の
印
を
押

す
必
要
は
な
い
が
、
代
理
人
の
箇
所
に
は
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
、
印
を
押
し
て

下
さ
い
。 

 

一 

そ
の
他
不
明
の
点
が
あ
る
と
き
は
、
表
面
に
記
載
の
財
務
局
、
福
岡
財
務
支
局
又

は
沖
縄
総
合
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
下
さ
い
。 

（
現
住
所
） 

（
氏 

名
） 

現
住
所 

氏 

名 
 
 
 
 
 
 
 

印 


